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広報あぐい　2019.4.1・15

　町では、国や県が実
施する統計調査に従事する統計調査

員に登録していただける方を募集します。
■登録統計調査員制度とは　統計調査を実施するときに、あら

かじめ登録している方の中から必要に応じた人数を選び、統計調査員とし
て従事していただく制度です。
■統計調査員とは　統計調査は、国勢調査、経済センサス、工業統計調査な

ど、さまざまな調査があります。
　　統計調査員は、世帯や事業所など調査対象を訪問し、調査票の記入依頼

や調査票の回収・点検といった、統計調査の仕事の中でも基本的で重要な
部分を受け持ちます。

　　調査員の身分については、国や都道府県知事などから統計調査の都度
任命される非常勤の公務員です。そのため、調査活動中の事故は公務災害
補償が適用され、調査で知り得た内容については法律で秘密の保護が義務
付けられます。 
■調査員の仕事の内容　調査員事務説明会への出席・調査の準備・調査票

の記入依頼と配布・記入された調査票の回収・集めた調査票の点検と整
理・調査関係書類の提出

※　調査の種類によって異なる場合があります。
■調査員報酬　調査員には、統計調査ごとに定められた報酬が支払われま

す。調査の種類や受け持ち件数などにより異なりますが、およそ2万～7万
円程度です。※　必ずしもこの範囲内とは限りません。 
■登録資格　以下の条件を全て満たしている場合、登録することができます。
　▽　責任を持って調査事務を遂行できる満18歳以上の方 
　▽　警察・徴税などの事務に直接関係のない方
　▽　被選挙者、選挙事務所の職員など選挙に直接関係のない方
　▽　暴力団員、そのほかの反社会的勢力と密接な関係のない方
■登録方法　「統計調査員希望者申込書」を記入の上、政策協働課調査広報

係まで持参してください。申込書は政策協働課窓口にあります。町ホーム
ページからダウンロードすることもできます。 
■登録・問い合わせ先　〒470-2292　阿久比町大字卯坂字殿越50　
　政策協働課調査広報係　（48）1111（内1311）

　被保険者の健康を保持・増進することを目的に、協定保養所に宿泊する場合、1人1泊につき1,000円を助成し
ます。助成は、4月1日～翌年3月31日の1年間で、全保養所合わせて4泊までです。
　利用する方は、申込時に協定保養所へ「愛知県後期高齢者医療制度の被保険者」であることを伝え、宿泊当日に
保養所の窓口で、後期高齢者医療の保険証と利用カード（初回利用時に交付）を提示してください。精算時に利用
料金に対し、1,000円を助成します。

■問い合わせ先　愛知県後期高齢者医療広域連合給付課　052（955）1205

■協定保養所名（場所）と電話番号
　▽　すいとぴあ江南 （江南市）
　　　0587（53）5555【予約専用番号】
　▽　豊田市　百年草（豊田市）
　　　0565（62）0100
　▽　名古屋市休養温泉ホーム松ケ島（桑名市）
　　　0594（42）3330

▽　あいち健康の森プラザホテル（東浦町）
　　0562（82）0211
▽　シーサイド伊良湖（田原市）
　　0531（35）1151
▽　サンヒルズ三河湾（蒲郡市）
　　0533（68）4696

統計調査員になりませんか統計調査員になりませんか
■勤務場所　町立学校給食セン

ター
■勤務内容　給食調理業務
■募集人員　若干名
■勤務形態　学校休校日以外（保

育園給食有り）
　①　午前8時30分～午後4時（1

日6.5時間程度）
　②　午前8時30分～正午（1日

3.5時間程度）
■賃　金　時間給955円（4月1日

現在）
■交通費　2,000円（月10日以上

の勤務で自宅から勤務地まで2
キロメートル以上の場合）
■勤務開始日　6月3日（月）予定
■応募資格　64歳（4月1日現在）

までの健康な方（65歳定年）
■試験方法　面接試験（後日連絡）
■提出書類　臨時職員登録申請書
（町立学校給食センター窓口に
あります。町ホームページからダ
ウンロードすることもできます。
写真を貼り付け、押印したものを
提出してください）
■申込期限　4月19日（金）
■申し込み・問い合わせ先　
　町立学校給食センター
　（48）5111

保養所へ宿泊しませんか
～　愛知県後期高齢者医療制度協定保養所利用助成のご案内　～

給食センターの調理
員を募集
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